






自立生活援助
じりつせいかつえんじょ

しせつにゅうしょしえんとう う きょたく じりつ にちじょうせいかつ いとな じょうほうしょうがいしゃ

施設入所支援等を受けていた障害者が居宅において自立した日常生活を営むための情報

の提供や助言など必要な援助を行います。
ていきょう じょげん ひつよう えんじょ おこな
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小学生以上

小学生以上

肢体障害（※１）、知的障害（※２）、精神障害があり、
したいしょうがい ちてきしょうがい せいしんしょうがい たいしょう

が対象です。

小学生以上

くるま

かん

じょうよう じそう こんなん じょうし たい

しょうがい

ぜんしんせいしょうがいしゃ

りょういくてちょう ていど しょうがいじ りようかのう

しんたいしょうがいしゃてちょう きゅう きゅう ひと たいしょう

ひとしんたいしょうがいしゃてちょう きゅう きゅうじょうし かし しょうがい

※１ 車いすを常用し、自走が困難な全身性障害者 (①上肢と下肢に障害がある身体障害者手帳１級、または２級の人、 ②上肢と体

　　幹に障害がある身体障害者手帳１級または２級の人 ) が対象です。

※２ 療育手帳がないＡ、Ｂ１、Ｂ２程度の障害児も利用可能です。
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利用
りよう

就労選択支援
しゅうろうせんたくしえん

就労先や働き方について、より良い選択をするための支援を必要とする人に、短期間、就労能力

や適性等の評価、関係機関等の調整を行います。

しゅうろうさき

てきせいなど ひょうか かんけいきかんなど ちょうせい おこな

はたら かた よ せんたく しえん ひつよう ひと たんきかん しゅうろうのうりょく
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失語症者向け意思疎通支援者の派遣
しつごしょうしゃ い しそ つ うし え ん しゃ はけんむ

いしそ つう こんなんはか ひと たいしょう いどう しえんしつごしょう

意思疎通を図ることが困難な失語症の人を対象に、コミュニケーションや移動を支援するため、

意思疎通支援者を派遣します。

【ご相談•申し込み先】

○福祉局障害福祉課（FAX：078‐322‐604 4、TEL：078‐322‐630 0）

いしそつうしえんしゃ はけん

ふくしきょくしょうがいふくしか
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せたい ばあい しみんぜいしょとくわりがく ごうけいがく はんだん

１つの世帯に所得のある方が複数名いる場合には、市民税所得割額の合計額で判断します。
しょとく かた ふくすうめい

せたい ばあい いちばんしょとく おお かた しみんぜいかぜいがく いちばんたか かた きんがく

１つの世帯に所得のある方が複数名いる場合には、一番所得の多い方（市民税課税額が一番高い方)の金額

で判断します。

しょとく かた ふくすうめい

はんだん
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じりつせいかつえんじょ

、自立生活援助

短期入所、生活介護

、日中一時支援

しつごしょうしゃ む いしそつうしえんしゃ はけん

失語症者向け意思疎通支援者の派遣
、

就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援（Ａ型・Ｂ型）、就労定着支援
しゅうろうせんたくしえん しゅうろういこうしえん しゅうろうけいぞくしえん がた がた しゅうろうていちゃくしえん
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